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令和６年度 京都市下京いきいき市民活動センター 

ロッカー利用団体募集要項 
 

 

京都市下京いきいき市民活動センターでは、施設を定期的に使用する団体を対象に、ロッ

カー利用団体を以下のとおり募集します。 
 

募集期間：令和 6 年２月２１日（水）～令和 6 年３月６日（水） 

 

 

 

いきいき市民活動センターは、市民公益活動はもとより、サークル活動など市民活動を幅広く支

援していくため、市民がいきいきと活動できる場所と機会を提供する施設です。 

 

その機能の１つとして、センターを拠点として活動するための設備として、活動で使用する道具

類などを保管するための「ロッカー」を設置しています。皆さんの活動に是非ご利用ください。 
 

       

                   
 
                     ＜参考：ロッカー（大）太枠が１個の大きさです。＞ 

  

※ 今回の募集は令和 6 年 4 月 1 日（月）から令和７年 3 月 31 日（月）までの利用分です。 

※ ロッカーへの道具類の出し入れは、いきいき市民活動センターの開館時間のみ可能です。 

※ 今回の募集以降も、空きがある間は随時申請を受け付けます。 

 
いきいき市民活動センターを定期的に使用する団体のための設備として、活動

で使用する道具類などを保管するための「ロッカー」を設置しています。 

 

１ 応募条件 

応募できる方は、下京いきいき市民活動センター（伏見・東山いきいき市民活動

センターを含む）の団体登録がお済みの方です。 

具体的には以下の条件を満たしている方です。 

・ 京都市内で、主たる活動を行っていること、又は、今後行うこと。 

・ 営利を目的としないこと。 

・ 宗教活動を主たる目的としないこと。 

・ 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと。 

・ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと。 

・ 暴力団員等及び暴力団密接関係者でないこと。 

 

■区 画：大サイズ ８個 

※設置場所：2 階及び 3 階に設置 

 

■大きさ： 

幅４５０㎜×奥行５１５㎜×高さ８９０㎜ 
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２ 申込方法 

別添の「応募用紙」に必要事項を記入し、団体登録カードを持参のうえで、下京いきいき市民活動

センターまでお越しください。また、施設や設備等の見学は随時行っております。詳しくは窓口まで

お問合せください。 

【提出書類】 (1)応募用紙 

(2)団体登録カード 

ご提出いただいた資料だけでは活動の内容等が分かりにくい場合は、上記以外の資料のご提出を

求めたり、個別に面接をさせていただいたりすることがあります。 

 

３ 締切日 

令和６年３月６日（水）午後５時００分（要持参） 

 

４ 選定について 

■選定方法   

利用団体は、提出書類などにより１の応募条件を満たしていることを確認したうえで決定しま

す。応募多数の場合は、抽選を行います。また、応募数が設置数に満たなかった場合は、４月以降

に、随時募集を実施します。 

 

■選定結果の通知 

 (1)利用団体の選定結果は、令和６年３月上旬頃にご連絡いたします。 

 (2)決定後、改めて使用許可申請書をご提出していただきます。 

 

５ ロッカーの概要 

 ■利用料（令和 6 年 4 月１日～令和 7 年３月３１日） 

大：９，９６０円（月額８３０円）  ※1 個当たり 

 

■設置箇所及び形状（外寸）  

センター名 
大きさ 

（個数） 
外  寸 

下京 大（８個） 幅 450 ㎜×奥行 515 ㎜×高さ 890 ㎜ 

     ※ 必ず現地で大きさ等をご確認ください。 

 

６ 利用に当たって 

(1)今回募集分の利用期間は、令和 6 年４月１日から令和 7 年３月３１日までです。 

(2)ロッカーの場所に関しては、希望階を確認の上、センターで決めさせていただきます。 

(3)ロッカー利用料は、令和 6 年 3 月 8 日（金）以降に、現金で上記金額を一括して使用するセンタ

ーでお支払いいただきます。 

(4)利用解約の場合は、1 箇月前までにその旨を所定の書面にてセンターに御通知願います。 

 

 (1)～(4)のほか、京都市市民活動センター条例及び施行規則に定める事項、並びに使用許可書の交

付に当たって提示する条件を遵守していただきます。使用許可を受けた設備を用いて、営利活動、宗

教活動及び政治活動を行うこと、又は行っていると誤解を招く行為を禁止します。 
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 これらの事項を守っていただけない場合、利用をお断りすることがあります。 

 

7 問合せ・提出先 

  いきいき市民活動センターは、午前１０時から午後９時（日曜日は午後５時）まで。 

休館日は火曜日です。 

  また、センターには駐車場がありませんので、ご来館の際は公共交通機関等をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下京いきいき市民活動センター 

住 所：京都市下京区上之町３８ うるおい館内 

電 話：(075)- 371-8220 

ＦＡＸ：(075)- 371-7708 


